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報告事項－７ 

（生涯学習総務課） 

町田市文化財保護審議会からの答申について 

 

 

 ２０２３年１月２４日付けで町田市文化財保護審議会へ「町田市文化財保護条

例に基づく町田市指定旧跡の指定について」を諮問し、２０２３年５月１６日に

答申をいただきました。概要は以下のとおりです。 

 

１ 諮問事項 

 「町田市文化財保護条例に基づく町田市指定旧跡の指定について」 

 

２ 答申の内容 

 「凌霜館跡」は、町田市文化財保護条例第３３条第１項に規定する町田市指定

旧跡に該当する。 

 

３ 指定旧跡に該当する理由 

 凌霜館は、野津田村出身の自由民権家であり、自由党に参加した村野常右衛門 

が、精神と身体の鍛錬を通して若手運動家の育成を目的に設立した文武館です。 

自由党系の文武館としては全国においても先駆的で、集った若者は時事の談論、

文武の研鑽をしていました。その後、明治末まで野津田村の青年会「凌霜会」の

活動拠点として使われたと考えられます。凌霜館跡地は、村野常右衛門の子孫に

伝えられ、１９８４年に市へ寄贈後、現在は自由民権資料館が建てられています。 

凌霜館は、全国的に見ても先駆的な文武館であり、若手運動家の育成と活動は

市域における自由民権運動の特徴をよく示しており、その後も青年の地域活動の

場として継承された経緯から、その跡地は歴史的に重要な場所といえ、町田市指

定旧跡にふさわしいといえます。 
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報告事項－７ 

（生涯学習総務課） 
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報告事項－７ 

（生涯学習総務課） 
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報告事項－７ 

（生涯学習総務課） 

 


